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【開催日】 令和７年１１月２１日（金） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後１０時５８分 

【出席委員】 

分科会長 恒 松 恵 子 副分科会長 中 島 好 人 

委員 穐 本 真 一 委員 武 野 裕 司 

委員 中 村 博 行 委員 福 田 勝 政 

委員 矢 田 松 夫   
 

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 なし 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 経済部長 高 橋 雅 彦 

経済部次長兼商工労働課長  工 藤   歩 商工労働課主幹 中 村 扶実子 

商工労働課課長補佐 中 村   宏 商工労働課商工労働係長 蕎麦谷   渉 

商工労働課企業立地推進室主事 河 口 竣 亮   
 

【事務局出席者】 

局次長 中 村 潤之介 議事係書記 末 岡 直 樹 
 

【審査内容】 

１ 議案第８７号 第二次山陽小野田市総合計画に係る後期基本計画の策定に 

ついて 

 

午前９時 開会 

 

恒松恵子分科会長 皆さんおはようございます。ただいまより総合計画審査特

別委員会産業建設分科会を開会いたします。審査日程はお手元のとおり

です。議案第８７号第二次山陽小野田市総合計画に係る後期基本計画の

策定について、審査番号１、執行部の説明を求めます。 
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工藤経済部次長兼商工労働課長 それでは６６ページをお開きください。基本

施策１９、道路・交通網及び港湾施設の充実です。こちらについては１

９日に開催された産業建設分科会にて全体説明はされていますので、本

日は商工労働課所管の公共交通の部分について、改めて御説明いたしま

す。まず、あるべき姿ですが、４行目から６行目にかけて「高齢化社会

等に配慮した公共交通体系を確立すること」及び「持続可能な地域公共

交通網の構築が図られている」ことを記載しています。次に、現状と課

題については、上から三つ目の「運転士不足等の影響もあり、路線バス、

鉄道、デマンド型交通等の利用者が減少し、公共交通機関の維持が課題

となっている」ことを挙げています。続いて、４年間の目標です。上か

ら三つ目の「交通事業者との連携強化による公共交通の利便性の向上」、

四つ目の「地域需要に対応した交通モードの検討」、五つ目の「持続可

能な公共交通の実現に向けた検討」、これらについて取り組んでいくこ

ととしています。６７ページをお開きください。目標指標についてです。

目標指標が二つあるうちの「公共交通利用者数」です。この公共交通利

用者とは、市内のＪＲ・バス・タクシー・デマンド型交通等の利用者で、

令和６年度の現状値は、年間２１１万８，３４０人、令和１１年度の目

標値につきましては年間２２０万２，０００人と設定しています。続き

まして、６８ページ、基本事業について御説明いたします。基本事業２、

持続可能な地域公共交通網の形成についてです。交通機関の円滑な運営

や公共交通の利活用に向けた各種支援を通じ、公共交通の利用促進を図

ることとしており、評価指標を二つ設定しています。一つ目はバスの利

用者数で、これは市内を運行する路線バス、コミュニティバスの利用者

数となり、現状値は年間７１万４，７８０人、目標値については７７万

人としています。二つ目は市内のＪＲ各駅の利用者数の合計で、現状値

は年間１２０万２，２１５人、目標値については１３９万人としていま

す。本市では、市の公共交通に関するマスタープランとして「山陽小野

田市地域公共交通計画」を定めており、基本事業における目標値につき

ましては、その計画の目標値に準じたものとなっています。関連する主

要事業につきましては、地域交通推進事業となります。説明は以上です。
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御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

恒松恵子分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を求めます

が、商工労働課所管部分についてのみの質疑でお願いします。では、初

めに６６ページからお諮りします。 

 

中村博行委員 現状と課題のところで、どちらかいうと課題ばっかりという感

じがします。その中で４年間の目標が検討で、具体的なものが全く見え

ないので、書き方をしてはこういう書き方かとも思うんですけど、現状

とあるべき姿も含めて、相当なギャップがあるような感じを受けていま

す。この辺りをどのように整合性を取っていくのかについてお聞かせ願

いたいと思います。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 確かに「検討」という書き方が多くなってお

ります。ただ、４年間の目標で挙げてるうちの公共交通事業者との連携

強化といった辺りでは、現在も路線バスとの共通乗車制度を試行してみ

るなど、何らか利用される方の利便性が少しでも上がるようなもの、よ

り利用者の増加につながることには、しっかり取り組んでおると思って

おります。また、交通につきましては、コロナ禍の影響もありました。

全国的にやはり利用者というのが減ったまま、元の水準に戻っていない

という現状もあり、国のほうもなかなか危機感を覚えたところもあるん

でしょう。ライドシェアなど新しい考え方も入ってきております。そち

らにつきましては、果たしてうちの地域の中で、しっかりそれが運行で

きるものかどうかであったり、既存の路線バスの補助金との兼ね合いで

あったり、少しまだ研究すべき点も多くあろうと思います。新しい方法

が出てきておることも十分承知はしておるんですけれども、こちらとし

ても研究する時間も必要かと思いまして、検討という表現にとどめたと

いったところでございます。 

 

穐本真一委員 現状と課題の項目において、「運転士不足の影響もあり」と書
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かれています。影響があることに対しての対策を打たれる計画はお持ち

なんでしょうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 この運転士不足についても数年前から結構問

題視されている課題でございます。単市というよりは、県央の７市町と

いう枠組みがあり、その中で、運転士の体験会といったものなど、複数

の市で開催しまして、路線バスなどは単市だけを走るものでもありませ

んので、近隣する自治体と一緒になって、課題への対策を行っていると

いったところでございます。 

 

恒松恵子分科会長 あるべき姿の中で、「高齢化社会に配慮」とございます。

また、今、次長がライドシェアとおっしゃいました。公共交通対策に対

して、庁内の福祉課との横展開についてのお考えがありましたらお聞か

せください。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 現状、具体的にまだ話をスタートさせてると

いう状況にはございませんけれども、例えば福祉に限らず、地域が主体

となるのであれば、自治会等を管轄してる市民活動推進課との連携も考

えられると思います。課題とその対策に応じて必要な部署とはしっかり

連携を取って、今後、対策のほうに当たっていければと考えております。 

 

中島好人副分科会長 あるべき姿の中に新しく「高齢化社会等に配慮した公共

交通体系を確立する」ということが挙げられることは当然だと思います。

問題はその確立をどう実現していくかが大事じゃないかと思うんです。

下に「検討する」とありますけども、この具体的な施策について説明し

ていただければと思います。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 具体的な施策につきましては、また今後実施

計画の中などでしっかり検討はしていこうと思っております。 
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中島好人副分科会長 もう１点、現状と課題の３番目に「運転士不足等の影響

もあり、路線バス、鉄道、デマンド型交通等の利用者が減少し、公共交

通機関の維持が課題となってます」と挙げてますけども、これを見ると、

運転手が確保されたら全部の課題がなくなるような言い回しも感じ取れ

るわけです。やはり一つ一つ、路線バス、鉄道、デマンド型交通、この

減少は何なのか。運転士不足に矮小化、いろいろな原因があり皆違うと

思うんですよね。例えばデマンド型はドア・ツー・ドアで家まで来て家

まで帰るというか、その辺が徹底されているのかどうか。やっぱりそう

いう原因を突いて、把握していくことが大事じゃないかなと思ってるん

ですけども、原因が何かがはっきりしないとその改善策も見つからない

わけです。その辺の考え方がどこに入るのか、あるのかないのか、その

点についてお尋ねしたいと思います。 

 

恒松恵子分科会長 副会長、一問一答でお願いしたいと思いますので、はっき

りした原因についての全体的な答弁でよろしいですか。（うなずく者あ

り） 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 ここで運転士不足等の影響もありという表現

をさせていただいておりますのが、実際に運転士が不足することで、バ

ス路線が減便になったという、一つ大きな課題が昨年度のダイヤ改正の

際にございました。作成した時点では、そこをクローズアップした書き

方にはなっておりますが、デマンド型交通等につきましても、やはりそ

れは運転士不足というよりはニーズに合ってるのかどうかとか、乗られ

ない原因というのはそれぞれ個別にあると思っております。その辺りは

ニーズ把握等をしっかり努めてまいります。 

 

中島好人副分科会長 把握について努めていくという項目はどこから探したら

いいんですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 書きぶりとしても大きくなっておりますが、
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ニーズを把握して、それに対応する策を打っていくということが４年間

の目標の中で言いますと、持続可能な公共交通の実現に向けた検討に包

含されておると考えております。 

 

恒松恵子分科会長 ６７ページの目標指標も併せて、質疑を求めます。 

 

穐本真一委員 利用者数の目標値で２，０００という数字があるんですけど、

切りがよくないため、数字の根拠が知りたいです。どういう計算でなっ

たのか教えていただきたいと思います。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 こちらにつきましては、公共交通機関全体の

利用者数を指標として設定しております。考え方としては、現状値を踏

まえた目標設定といたしました。実績から分かるとおりコロナを経た今

も、公共交通の利用者数が元の水準に戻っていない現状にございます。

そうした中、現状値に対して、およそ１０４％の目標値となっておりま

す。端数の例えば７人とかいう単位ではなくて、丸めてはおるんですけ

れども、およそ１０４％で後期基本計画の４年間で毎年１％ずつでも利

用者を増加させていきたいとの思いを込めた目標設定といたしました。 

 

矢田松夫委員 結局、現状と課題を克服できないから、目標指標を中期に比べ

て大幅に下げるということがあると思います。それをどうするのかが明

らかにないのに今回のこの後期の計画になってるんですね。例えば、４

年間の目標の中で克服できれば、目標指標が上がってくるのかというの

は、全くそれはできないと思うんです。なぜかといえば、人口が減って、

利用者が減っているから、そういうところに行き着くんじゃないかと思

うんです。もう１回言いますが、現状と課題を克服できないから、現状

値より目標が下がったということに行き着くと思うんですが、いかがで

しょうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 人口の減少というのも、確かに公共交通の利
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用者数とは関係性が強いものとは思っておりますけれども、現状と課題

を解決していく中で、こちらとしては利用される方を少しでも増やして

いきたい。今、使われてる方を維持していきたいとも思いますし、現状

使われてない方が使っていただくための手段というのも、しっかり用意

していきたいと考えております。 

 

矢田松夫委員 今の関連ですが、中期よりも現状値及び目標値を下げなければ

いけないという一番の大きな理由、課題は何ですかね。さっき言ったよ

うに、人口減少イコール利用者減少、だから、この数値に行き着くんじ

ゃないかと思うんですがいかがでしょうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 人口減少だけが公共交通利用が大幅に下がっ

た原因かというと、そういったことでもないとは思います。やはりその

辺りは今後しっかりニーズ等を含めて調査をして、少しでも使っていた

だきやすい公共交通体系を自治体としてはしっかり考えていくというこ

とが大事かと思っております。実際に、この９月からも市が運行主体と

なりますコミュニティバスなどについては、新しくサビエル高校への乗

り入れを開始してみたり、いとね号という埴生地区に向いて走ってるバ

スについては、みちしおまで延伸をしたりと、何らか利用者ニーズが見

込めるところに運行するという手続を取っておりますので、引き続き皆

さんの声もお聞きしながら、必要な手段というのを打っていければと思

っているところです。 

 

恒松恵子分科会長 ６７ページまでそのほかよろしいですか。（「なし」と呼

ぶ者あり）それでは続きまして、６８ページの基本事業２の部分につい

て委員からの質疑を求めます。 

 

中村博行委員 先ほどの指標についても、ここのバス利用者等の指標について

も全て言えるんですけども、前回の目標値よりも、かなり減っているの

が現状値です。そして目標値はほとんど願望に近いような数字になって
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いると思うんですよ。その辺りを克服するというのを、地域公共交通計

画が、令和９年度まであると思うんですけども、これを計画どおり行け

ば、こういう目標に近づけるという思いがあるかどうかお聞きします。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 今、中村委員から御質問のあったとおり、地

域公共交通計画を定めまして、その中に乗っていただくための様々な施

策を計画して取り組んでいるところです。間にコロナ禍を挟んだことも

影響してるとは思うんですけど、なかなか思ったような実績値がついて

きてないのは確かだと思います。繰り返しになるんですけど、少しでも

多くの方に利用してもらえるように、引き続きその都度都度のニーズへ

の対応であったり、課題への対応であったりにしっかり取り組んでいき

たいと思っております。 

 

矢田松夫委員 ＪＲの利用者数の関係ですが、大幅に今回後期で指標現状とも

目標値も下がっておるということは、やっぱりＪＲ美祢線、小野田線の

利用者数が減ってきておるというのを換算した上での数字なのか、まし

て美祢線はずっと走ってないから、それを含めての数値になってるのか

その辺をお答えください。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 すみません、目標値につきましては冒頭御説

明申したとおり、山陽小野田市の地域公共交通計画に定めた目標値に準

じております。といいますのが、実際に公式な計画を持っておりますの

で、そちらの数値から外れるのもいかがかと思いまして使いました。公

共交通計画における目標値の設定といたしましては、平成３０年度の利

用者数の９０％を目標に設定をしたものとなっておりますので、ここに

総合計画に掲げておるこの目標値についても同じ考え方のものとなって

おります。 

 

恒松恵子分科会長 そのほかよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）それ

では、審査番号１について質疑を終わります。それでは、引き続き審査
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番号２、基本施策２１について、執行部の説明を求めます。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 説明に先立ちまして、基本施策の２１につき

ましては、おわびと訂正がございます。７４ページをお開きください。

目標指標についてです。「市内の高校・大学からの市内就職率」につき

まして、算定に当たり集計漏れがございました。現状値を１２．６％と

しておりますが、正しくは９．２％でございますので、訂正をお願いし

たいと思います。大変申し訳ございませんでした。 

 

恒松恵子分科会長 こちらについて質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）では、ないとのことですので、引き続き説明をお願いします。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 それでは、基本施策２１、多様な働く場の確

保について御説明いたします。あるべき姿ですが、「国や県、経済団体

等と連携し、雇用の確保や就業支援に取り組むことにより、若者などの

地元定着が進む状況となっており、また、ターゲットを細かく設定した

面接会の開催等を通じて、雇用におけるミスマッチの解消が図られてい

ます。」としています。現状と課題ですが、本市を含む宇部管内の「有

効求人倍率は高い水準を維持していますが、業種や職種によっては、求

人と求職のミスマッチが生じている」状況となっており、高校生や大学

生など、若者の市内就職率は低い状況にあります。また、雇用能力開発

支援センターや労働会館といった所管施設については、築年数の経過に

伴い施設の老朽化が進んでいます。こうした現状と課題に対して、４年

間の目標については、ハローワーク等と連携した就業支援の実施、高校

生や大学生を対象とした市内企業を知ってもらう機会の創出、雇用能力

開発支援センターの利用状況を踏まえた施設の方向性検討、労働会館の

適切な維持管理、としています。目標指標については二つ設定しており、

一つ目は宇部公共職業安定所管内における年平均の「有効求人倍率」、

二つ目は「市内の高校・大学からの市内就職率」としています。有効求

人倍率については現状値が１．５４倍となっており、現水準を維持する
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ことを基本に考え、目標値は中期基本計画と変わらず１．５０倍として

います。二つ目の市内就職率については、現状値が９．２％であるとこ

ろを２０％に上昇させる目標といたしました。続きまして７５ページ、

基本事業について御説明いたします。基本事業１、就業対策の充実につ

いてです。就業対策については、地域職業相談室による求職相談や、業

種ごとの就職面接会等を開催し、就業に向けた支援や雇用のミスマッチ

解消を推進します。また、企業訪問等による意見交換を通じて企業から

の市内雇用ニーズの把握に努め、求職者の市内定着を図ります。評価指

標は二つ設定しており、一つ目は「市就職面接会等への参加者数」とし

ています。現状値は年間５６人で、目標値は６０人としています。二つ

目は市内事業所との意見交換回数としており、現状値は１１８回、目標

値は１５０回としています。主要事業につきましては、就業対策推進事

業及び雇用創出事業となります。続いて、基本事業２、職業能力の開発

向上についてです。時代のニーズに対応できるよう、雇用能力開発支援

センターを活用し、就業希望者・就業者の職業能力のスキルアップを支

援するとともに、施設の適正な管理・運営に努めます。評価指標は、雇

用能力開発支援センターの年間利用者数です。この数値は雇用能力開発

支援センターで実施されている職業能力講習等の年間受講者数で、現状

値の１万７，４６５人を踏まえ、目標値は１万８，０００人としていま

す。稼働率も高く、引き続き現在の利用者数を維持していきたいと考え

ています。主要事業につきましては、職業能力開発事業となります。７

６ページをお開きください。基本事業３、勤労者福祉の推進についてで

す。中小企業の勤労者に対する共済制度や金融制度の充実を図るととも

に、これらの制度の普及・拡大を促進していきます。また、勤労福祉施

設については、適正な管理・運営に努めます。評価指標は、中小企業退

職金共済法に規定する退職金共済制度に加入している事業主で、現状値

である７３社を、令和１１年度までに８５社に増やす目標としています。

主要事業につきましては、勤労者福祉推進事業となります。説明は以上

です。 
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恒松恵子分科会長 執行部の説明が終わりました。ここで、委員からの質疑を

求めます。ページで順を追って行います。初めに、７４ページについて

質疑を求めます。 

 

中村博行委員 現状と課題のところで、「有効求人倍率が高い水準である」と

いうことですけども、逆に市内就職率が高くない。この辺どう捉えてお

られますか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 有効求人倍率が高くて、これは企業に聞いて

も、なかなか人材が来ていただけない状況があるということもお聞きを

いたします。その一方で、市内への就職率が高くないというところで、

一つには市内の高校生、大学生への市内にどういった企業があるのかと

いう認知度がやはり少し不足しているのかなということを感じておりま

して、それで４年間の目標の中に市内の高校生や大学生を対象に市内企

業を知ってもらう機会を増やすような場を今後設けていきたいと考えた

ところです。 

 

中村博行委員 この辺りで、結局、宇部市の公共職業安定所はないということ

で、宇部市と山陽小野田市で宇部市は倍率に見合った市内就業者がある

のか、山陽小野田市がそういうふうにやってなくて市内が少ないのか、

この辺はどのように現状を捉えておられますか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 宇部市につきまして、年数の推移を見たこと

がございませんので、何とも言えないところがございます。本市につき

ましては、ある程度現状値で掲げている今の約１０％前後の数値で推移

してるのが現状でございますので、何とかこれを上げていきたいなとは

思っておるところです。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか７４ページはよろしいですか。 
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矢田松夫委員 今回後期で新たに市内の高校や大学からの就職率を新たに出さ

れたと。こういう大きな理由は何ですか。やっぱりそういう意気込みが

あるんだと。ぜひ市内企業に就職の定着を図りたいということの後期の

計画なんですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 目標指標の追加の意図でございますけれども、

矢田委員からおっしゃっていただいたとおり、課題の解決をしっかり図

っていきたいという思いが一つ大きくございます。また、それと別に中

期基本計画のときには、有効求人倍率のみを目標として設定しておりま

した。大局から雇用の現状を把握するといった点で指標として、意味の

あるものとは考えます。ただ、その一方で、宇部管内における実績値と

なるため、他市の状況であったり、そもそも社会全体の景気のよしあし

であったりなど、本市以外の要素による影響も多いのではといった声を

頂くこともありました。その点も踏まえ、本市の取組を比較的ダイレク

トに反映できる指標設定ももう一つ設けてはということを検討いたしま

して、課題も踏まえ、若者の市内就職率を新たに掲げることといたしま

した。 

 

中島好人副分科会長 中村委員も言いましたように、この若者の市内就職率が

高くありませんとなっている中で、市内の高校や大学からの市内就職率

を現状の９．２％から一気に２０％に引き上げる目標を挙げてますけど

も、先ほどの説明では、市内にどんな企業があるのかがまだ認知不足な

んで、そういったところを進めていきたいというのがありました。本市

は、いわゆる大学のあるまちということを売りにしてるわけですけども、

そういった関連性の中に、何かただ市内にどんな企業があるかを知らせ

るっていうだけで２０％を目標というのは難しいかなと思うので、目標

値を２０％に引き上げる根拠はここにあるとか、何かもう１点、２点ぐ

らいないといけないかなとかと思ったりもしますけども、ありますか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 現時点でここに記載しておる以上の個別の事
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業というのを今申せるものはございませんけれども、少なくとも今、若

い方のうちの２０％程度が市内に定着していただけるような事業につい

て、今後しっかり検討していきたいという努力目標的な意味も込めての

目標設定といたしました。 

 

恒松恵子分科会長 それでは、７４ページはよろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）それでは、続きまして基本事業１についての質疑を求めます。 

 

福田勝政委員 市内事業者との意見交換はどういうふうな方法で選別されてい

るのかお聞きします。 

 

河口商工労働課企業立地推進室主事 市内事業者との意見交換会数になります

が、企業立地推進室のほうでも企業様への情報収集や情報交換を年始、

年度末等に挨拶回りをする中で意見交換をさせていただいている件数を

上げております。 

 

矢田松夫委員 市内事業者との意見交換会でこの回数が記載をされています。

これまでの中期計画の中では、市内事業所訪問と記載をされていて、訪

問というのは名刺の交換程度だろうと僕は推測しますが、今回、意見交

換会をしますよと。だから、もう一歩踏み込んでやりますと言いながら、

この現状値も目標値も下がってるんですね。後期の中での意気込みとそ

の目標値を含めた数値が下がっている大きな理由は何ですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 中期のときは、実際に訪問する機会というの

が多くございましたが、現状、コロナ禍を経まして、市もそうなんです

けど企業のほうでもウェブ会議を行えるような環境も整ってまいりまし

た。直接訪問しなくても、意見交換や情報共有が可能な体制が整ったこ

とを受けて、表現といたしましては、意見交換をする回数ということに

変えております。また、目標値を下げた理由といたしましては、実績に

基づく目標値の設定をしたというのが一つと、訪問で実際に外に出てお
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るときなど、最近お会いしてない企業に寄らせていただくこともござい

ます。このたびは意見交換という縛りにいたしましたので、回数につい

てもそちらを踏まえた実績を目標として掲げております。 

 

矢田松夫委員 意見交換回数の現状が１１８で目標値が１５０ですが。１社１

回と計算すると、大体市内に企業が２，０００社ぐらいあると聞いてい

ますが、パーセントでいうと僅かだよね。それで事足りるんだろうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 確かに市内事業所数と比べてと言われますと、

少ない値に見えるかと思いますが、これは実際あくまでも目標値の設定

でございます。必要があれば必要に応じた意見交換ないし、双方からの

相談といいますか、そういったことには対応してまいりますので、目標

値を超える実績になることもあろうかと思っております。 

 

矢田松夫委員 そういう言い方もあるんだけど、例えば従業員数が何人以上と

かになると、目標値でいけばいいけど、さっき言ったように、２，００

０社ある市内企業の中で、本当は事業所訪問しないといけない中小企業

の本社が東京にあるような会社じゃなくて、大体そういうところが多い

よね。雇用の確保とか企業訪問。本来ならこの目標値の中に、そういう

中小零細企業をどう救済していくかが商工労働の務めだろうと思うんだ

けど、その辺とこの数字は何ていうか整合性がないというか、この数字

は大中ぐらいの企業の訪問回数じゃないのかと僕は思うんだけど、その

辺どうだろうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 事業所につきましては、特別に大企業や中規

模の企業ということで設定をしておるわけではございません。必要があ

れば、小さい事業所であろうが、お伺いをしてお話をすることもあるし、

先方が来ていただく中で意見交換をすることもございます。あくまでも

目標値については現状値を踏まえた設定でございますので、必要があれ

ば、こういった目標値を超えるような取組というのも当然のことながら
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してまいります。 

 

恒松恵子分科会長 回数を拝見すると、少ない職員で日程にするにはかなり過

密だと思われるんですが、少ない職員の中で対応できるんですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 必要に応じてしっかり対応してまいります。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか基本事業１については、よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）では、続きまして基本事業２について、委員からの

質疑を求めます。 

 

矢田松夫委員 基本的にこのセンターの維持管理はどうされるんですか。ずっ

と永久に続くのか。建物も老朽化してるけど、後期の中での対応は考え

ておられますか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 市の施設については個別施設計画というのも

別に定まっておりまして、その中では雇用能力開発支援センターについ

ては一体の建物なんですけれども、本棟と新館と分かれておりまして、

より古い本棟については解体、新館については適正管理という方向性を

今出しておるところですので、現時点においては、その方向性に沿った

対応をしていくものと思っております。 

 

福田勝政委員 職業能力の開発向上について、よい見出しなんですけれど、こ

れは一般市民へどのような形で広めているわけですか。 

 

蕎麦谷商工労働課商工労働係長 今、委員がおっしゃった周知の方法というこ

となんですけれども、こちらについては、山口県労働基準協会をはじめ

とした団体の特別講習、労働安全衛生法に基づいた講習ですとか、国家

資格に結びつくような授業、そういった講座がなされているところでご

ざいます。資料を御覧のとおり、かなりの利用がありまして、国家資格
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に基づいた講習を受けることができる施設が、県内には当市と山口市に

しかないため、市が積極的に周知しなくても各団体がこういった施設を

利用して国家資格を取っていくために、どんどん利用していただいてる

状況でございますので、市としては使ってくださいという周知を特段し

ているわけではありません。 

 

恒松恵子分科会長 就業者に対する支援、周知はハローワークを通じて行って

いるという考えでよろしいんですか。ハローワークの支所があるかにつ

いてお伺いします。 

 

蕎麦谷商工労働課商工労働係長 現状ですが、ハローワークの分室である地域

職業相談室は今、Ａスクエアのほうに移ってますので、施設として別々

にはなっております。ただ、今おっしゃられたように、そういった相談

等があれば必要に応じて、我々を通してハローワークに情報共有するこ

とも想定しております。 

 

恒松恵子分科会長 そのほかよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では続きまして、７６ページの基本事業３について、委員からの質疑を

求めます。 

 

中島好人副分科会長 前期とか中期とかを見ますと、この指標の中に、事業主

はあります。しかし、前回の分については、勤労福祉共済会の加入者数

という数値目標を挙げておりました。今回削除されている理由は、どう

いうことなのか説明していただければと思います。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 勤労福祉共済会制度が廃止になりましたので、

制度の廃止に伴って指標からも落とさせていただいております。 

 

矢田松夫委員 この中小企業退職金共済制度に加入している事業主はだんだん

減ってくるということじゃなくて、増やす方向でいくという取組でいか
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れるんですね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 こちらにつきましては、必要に応じて入って

いただく事業者を増やしていきたいということで活動しております。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか、７６ページ、よろしいですか。（「なし」と呼

ぶ者あり）それでは、審査番号２についての質疑を終わりまして、ここ

で休憩に入ります。１０時から再開します。 

 

午前９時４９分 休憩 

 

午前１０時 再開 

 

恒松恵子分科会長 休憩を解きまして委員会を再開いたします。続いて、審査

番号３、基本施策２２について執行部の説明を求めます。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 それでは７７ページをお開きください。基本

施策２２、企業立地の推進です。あるべき姿ですが、「小野田・楠企業

団地の全区画において企業進出が実現し、未利用地の発掘やスモールオ

フィスに適した業種をターゲットとした企業誘致の推進など、継続的な

誘致活動に取り組むことに加え、定期的な企業訪問を実施し、市内企業

の事業拡大にも努めています。さらには、市内企業と山口東京理科大学

がより連携を深め、新商品・新技術の開発はもとより、人材育成や事業

活動における課題解決など幅広い協力体制が構築されています。」とし

ています。次に現状と課題ですが、小野田・楠企業団地には未分譲地が

１区画あるため、早期完売の実現に向けた取組が必要です。ただし、完

売後は大きな工場を誘致するだけの用地が市内に見当たらず、企業誘致

の在り方について検討が必要です。企業団地内の市が管理する施設等の

維持管理費が増加傾向にあるため、その適正管理にもしっかり取り組む

必要があります。また、市内企業と山口東京理科大学が連携しやすい環
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境の構築も期待されるところです。４年間の目標についてですが、県と

連携し小野田・楠企業団地への企業誘致を継続するとともに、新たな企

業誘致の方向性の検討と検討内容の実践、企業団地内の既存施設更新を

見据えた計画的かつ効率的な適正管理の実施、さらには、産学官連携の

取組強化を図ることとしています。目標指標については二つ設定してお

り、一つ目は「企業立地件数」です。これは市内への企業誘致件数で、

市内企業の増設、市外企業の新規進出が該当します。現状値は３件で、

引き続き毎年３件ずつの誘致を目標としています。二つ目は「製造品出

荷額」です。これは経済構造実態調査の数値を基にしており、現状値が

１兆７５５億円、令和１１年度の目標値を１兆１，０００億円としてい

ます。７８ページをお開きください。基本事業について御説明いたしま

す。基本事業１、企業誘致の推進についてです。優れた立地環境や工場

設置奨励条例などの制度を対外的にＰＲし、企業団地への誘致活動を進

めるとともに既存企業の事業拡大を支援し、雇用の場の創出と産業の活

性化を図ります。また、企業団地完売後を見据えて新たな企業誘致の方

向性を定め、継続的な誘致活動を推進します。評価指標は二つ設定して

おり、一つ目は「小野田・楠企業団地の分譲率」です。現状値は９４．

５％で目標値を１００％、分譲完了としています。二つ目は「工場設置

奨励条例奨励金交付件数」です。現状値は年間１１件の交付で、同水準

の維持を目標とし目標値は１１件としています。主要事業につきまして

は、「企業誘致推進事業」となります。続きまして、基本事業２、産学

官連携の推進についてです。市内企業、山口東京理科大学、商工会議所

と連携を強化し、新しい産業・技術の創出に向けた環境の整備に取り組

み、地域経済の活性化を目指します。評価指標は、「企業の山口東京理

科大学への技術相談件数」とし、現状値は４２件、目標値は中期基本計

画と同じく６０件としています。主要事業につきましては、「産学公連

携推進事業」となります。説明は以上です。 

 

恒松恵子分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員からの質疑を求め

ます。初めに７７ページについて、お願いします。 
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福田勝政委員 現状と課題のところで、「小野田・楠企業団地はほとんど売れ

て１区画がまだ未進出となっている」とありますが、売れない理由は何

かあると思われますか。初めの目標どおりにいけない、一区画が残って

るという原因は何かあるわけですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 ここ近年、小野田・楠企業団地の分譲が順調

に進んでおりまして、問題がある１区画が長年売れてないということで

はなくて、残りが１区画になってしまったというような捉え方をしてお

ります。なので、なぜそこが売れないのかというよりは、あと売れると

ころが一つしか残ってないという状況です。 

 

矢田松夫委員 この現状と課題の中で、単純に考えれば、企業団地が売れれば

いいんだけど、さらに完売後の企業誘致の在り方について、検討すると

記載されてます。これを具体的にもう少し説明してください。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 今までは、小野田・楠企業団地という一つ大

きな企業を誘致するフィールドがありまして、そこに大型の工場などを

設置するような誘致を中心に進めてまいりました。ただ、今申したとお

り、残りの１区画が売れてしまうと、市内には大型の企業、工場等を誘

致する用地というのが今度はなくなります。小さなオフィスでも大丈夫

な業種といいますか、そういったところをターゲットにした誘致の方向

性ということを検討していかなければいけないと考えておりまして、そ

れについてこういった表現で書いております。 

 

矢田松夫委員 今の回答だと、小野田・楠企業団地を対象とする企業というの

はあるんですか。例えば、もう全部完売をしたと。完売した企業の中で、

小企業も受け入れるような対応をしていきたいと。その辺がよく分から

ないですよね。普通は、この小野田・楠企業団地が全部完売できたらも

うそれで済むんだけど、さらにまだここに書いてるように企業誘致の在
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り方を考えるということがよく意味が分からないんですよ。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 今、県内でも複数の市で、具体的に言うと、

ＩＴ企業の誘致を進めてる市があるので、そういった市内の経済が活性

化するための企業誘致というのは検討していくべきであろうと思ってお

ります。それがＩＴ企業に限った話ではございませんけれども、ああい

う大きな敷地を必要としないような職種の誘致も今後は視野に入れて検

討していきたいという意味でございます。 

 

矢田松夫委員 だけど、その前に小野田・楠企業団地完売後と書いてあるから、

その地域を対象としたと私は取ったんですよ。市内ではとか、市内にお

いてはとかと書けば分かるんですよ。その前に、小野田・楠工業団地完

売後と書いてあるから、あそこの企業団地が全部売れた後に何をするの

かと。今ある企業の付加価値をつけて、まださらに例えばその会社の中

で付加価値をつけた会社を拡大していくのかと取ったんですよ。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 分かりにくい表現となっておるようでしたら、

そちらについては申し訳ございませんと申すしかないんですけれども、

完売後の在り方というのは、市内全域を対象としたときにといった意味

で捉えていただければと思います。 

 

中村博行委員 それでは確認ですけども、今回はスモールオフィスという言葉

で、前回はサテライトオフィスという言葉を使われていたと思うんです。

同じことだろうと思いますけども、市内で活用されてない市有地が結構

あると思います。それをまたそういう企業進出にスモールオフィスとし

て誘致するという考えでよろしいでしょうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 未利用の市有地というのも実際に売りに出し

ているケースもございます。そういったところを企業が見られて、ぜひ

そこにという声があれば、そういった対象にもなろうと思います。また、
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市有地に限らず、大きな空いたスペースじゃないんですけれども、企業

が以前はあって出られた後だとか、それが小さいようなところだとして

も、情報を持っておれば何らか誘致にもつなげていければと考えている

ところです。 

 

福田勝政委員 現状と課題で、企業団地内の市が管理している施設があります

よね。これはどういう施設なんですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 企業団地内には、市道認定してる道路が走っ

ておるものもございますし、あと小野田・楠企業団地で言いますと、水

道の圧力が足らないところに市で加圧装置をつけるといったようなこと

もしております。これは実際に予算措置をして、対応しておるんですが、

当然そういったものは市の設備ということになりますので、そういった

辺り全般を指しております。 

 

穐本真一委員 現状と課題の最後のところの市内企業と山口東京理科大の連携

において、最後の言葉が「期待されます」という言葉を使われてるんで

すけど、中期では「必要があります」という言葉を使われてまして、期

待されますはちょっと弱くなってるんじゃないかなと。人任せというか

あくまでも企業と理科大とがしてくださいみたいな感じに感じるんじゃ

ないかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 ここも表現をちょっとこういった表現に変え

ておるというところで、これが取組の強弱という点で弱く感じられるよ

うでしたら表現が少しあれだったのかなと思うんですけれども、中期の

ときとこちらの思いとしては変わってはおりません。 

 

福田勝政委員 ４年間の目標で一番下の産学官連携の取組強化ってありますが、

この件について詳しく…… 
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恒松恵子分科会長 福田委員、こちらについては基本事業２にもございます。

７８ページでまた詳細な質疑がありますので、そちらでの質疑でよろし

いですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは７７ページはいいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）では次に基本事業１について、委員の質疑を

求めます。 

 

矢田松夫委員 小野田・楠企業団地以外のところで、山野井工業団地とか大塚

工業団地とかは全部完売してるんですかね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 今おっしゃられた二つの団地については、全

部市からもう手が離れております。 

 

矢田松夫委員 大塚工業団地なんかも現状を見ると、工業団地を拡大するよう

な余地はないんだけど、山野井工業団地なんかはまだ林野がたくさんあ

る。そういうところを拡大し、企業誘致をし、雇用の創出をするという

計画はないですか。企業誘致の推進の中で。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 企業団地造成には、今、矢田委員がおっしゃ

られたように、広大な土地、それから造成のための多額な費用というの

も必要となりますので、現在のところ、次の新たな工業団地の造成とい

う予定はありません。 

 

恒松恵子分科会長 矢田委員の質問の中で出た、大塚工業団地、山野井工業団

地、小野田・楠工業団地、そのほか新沖等、市内における工業団地を教

えてもらえますか。工業団地がどれだけあるか。 

 

河口商工労働課企業立地推進室主事 今、おっしゃられた団地以外ですが、西

沖の西部石油辺りとか、そういったところの工業団地があるかと思いま

す。それ以外につきましては、今おっしゃられた工業団地が対象となっ

ております。 
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工藤経済部次長兼商工労働課長 補足で、あと大浜と東沖のファクトリーパー

クです。 

 

矢田松夫委員 だから結局は山野井工業団地の拡大をするしかないよね。あと

は、ほとんど今、大浜、大塚、西沖、新沖含めて、もう拡大しようにも

企業誘致しようにも土地がないよね。山野井工業団地はせっかく厚狭埴

生バイパスができて、交通の便がよくなったのに結局、交通網を生かす

ということで戦略的に攻めていくという考えは今ないということやね。

例えば商社とか、山野井工業団地はたしか丸紅が開発したわけよね。二

つ目の新山野井工業団地もできた。まだまだ付近にはたくさんの林野も

あるにもかかわらず、市内の雇用を確保し、人口増に持っていくには、

企業誘致しかないんだけど、現状はもうやらないということだね。 

 

恒松恵子分科会長 矢田委員、やらないのかという質疑でいいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 こちらも繰り返しになるんですけれども、現

状その予定はございません。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか基本事業１はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ

者あり）では、続きまして基本事業２について、質疑を求めます。 

 

福田勝政委員 産学官連携の推進という見出しがありますが、現在、どのよう

な取組をしてるか教えてください。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 産学官連携の推進につきましては、商工労働

課のほうで事務局を務める産学官の連携推進協議会というものがござい

ます。その取組をずっと毎年行ってきておったんですけれども、コロナ

禍をきっかけに、今開いてない時期が何年か続いております。もうそう
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いった社会的な懸念もなくなっておりますので、また改めて、どういっ

た形でこれを進めていくのかを検討した上で、しっかり実施計画の中で

事業のほうを練ってまいりたいと考えております。 

 

中島好人副分科会長 この間も、要するに市内企業と理科大と連携して、要す

るに新しいものを開発とかそういう取組が重要だという話もあったわけ

ですけども、この間、そうした新しい製品とかは、実例か何かあります

でしょうか。 

 

恒松恵子分科会長 公表できるものがあればお願いします。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 内容については、企業の案件であり、なかな

か申すことも難しかったり、確認を取らずに申すことができなかったり

するんですが、毎年、これは大学発の働きかけとしまして、地域課題の

解決をということで、企業のほうに大学に対しての課題解決のオファー

を毎年されております。それに基づいて、大学の研究内容と企業のニー

ズが合致したものについては、共同研究に進む事例もありますし、何ら

かの助言が大学から企業に行くケースというのがあるように聞いており

ますので、全く今そういった状況がないということではございません。 

 

中島好人副分科会長 考えられるのは、要するに理科大なんかでいろいろこう

いうものができたらいいなという提案があって、地元企業とかそういう

中小企業なんかがそういう製品をつくっていくような連携を想像してい

ます。そういう製品だけではなく、いろいろあるかと思いますし、それ

は企業だけでもなく農業関係もあるかも分かりませんけども、理科大の

発案に対して、そういう政策をしていくということの実例とかそういう

レールっていうのは、ここに敷かれるものなんでしょうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 技術説明会だったり、研究室との連携という

のはこの枠の中で行われるものもあると思っております。実際に理科大
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のほうで、様々な研究機器を有料で企業に使ってもらうような取組もさ

れてます。実際に企業でそれをお借りされて、何らか自社の製造に役立

ててらっしゃる例もあるようですし、実際に企業と大学をつなぐための

コーディネーターが大学のほうにいらっしゃいまして、その方が企業を

回られているという例もございますので、何らかそのつながるような仕

掛けというのが大学のほうにもあると聞いております。 

 

恒松恵子分科会長 それでは、そのほかよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）では基本事業２についての質疑を終わります。続きまして審査番

号４に入ります。基本施策の２３について、執行部からの説明を求めま

す。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 それでは７９ページをお開きください。基本

施策２３、商工業の振興です。あるべき姿ですが、「起業しやすい環境

を整備することで創業を志す方が集まりやすくなっており、ＪＲ駅周辺

の商店街や大型商業施設周辺などを中心に商業集積を促進し、店舗等が

立地することにより、にぎわいが生まれるようなまちを形成しています。

また、中小企業振興基本条例に沿った事業を実施することにより、市内

の中小企業者が、中小企業を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を

継続することができる環境を構築しています。」としています。次に現

状と課題ですが、「駅前商店街などでは、店舗等が減少傾向にあり、ま

ちのにぎわいが減少しています。」「物価高騰など、中小企業を取り巻

く社会・経済の情勢が不安定であるため、中小企業者の事業継続への影

響が懸念されます。」としています。４年間の目標については、「創業

支援の充実及び商店街や中心市街地を対象とした商業集積の促進」と、

「中小企業の活性化を支援する施策を検討すること」としています。目

標指標については二つ設定しており、一つ目は「市内事業所数」です。

この事業者数は毎年数値を把握できるよう、法人市民税均等割が課税さ

れた事業所数とし、現状値は１，３７６社で、目標値は１，４００社と

しています。二つ目は「駅前商店街の営業店舗数」です。県が実施する
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商店街現況調査の数値で、現状値は１０３店舗、目標値は１１０店舗と

しています。８０ページ、基本事業について御説明します。基本事業１、

商業振興支援の充実についてです。中心市街地等を対象とした商業集積

を促進し、市内経済の活力増進やまちのにぎわい創出に努めます。また、

創業支援や空き店舗等の有効活用、商業振興イベントの支援等を通じて、

商業・商店街の振興を図ります。評価指標は「創業件数」です。これは

市が策定した創業支援等事業計画に基づく創業支援事業の支援を受けて

創業された事業者で、現状値は１４件、目標値は２５件としています。

目標値につきましては、市の創業支援等事業計画の目標値に準じていま

す。主要事業は、「商店街振興支援事業」及び「既存商店街振興事業」

となります。次に、基本事業２、中小企業支援の充実です。中小企業振

興基本条例に基づき、中小企業者の経営改善に関する相談や制度融資に

よる支援に取り組み、中小企業の振興を図ります。評価指標は二つ設定

しており、一つ目は「中小企業振興資金等融資実績額」です。これは、

市内の中小企業が経営の安定化・効率化を図るための運転資金、設備資

金の融資を受けられるに当たり、市の融資制度が活用された際の融資実

績額です。現状値は９，６００万円で、目標値は１億２，０００万円と

しています。二つ目は「中小企業相談所における相談・指導件数」です。

これは、小野田商工会議所、山陽商工会議所内にある中小企業相談所が

受けた相談件数、実施した指導件数等の合計です。現状値は２，６９０

件で、目標値は中期基本計画から引き続き２，８００件としています。

主要事業につきましては中小企業経営支援事業となります。説明は以上

です。 

 

恒松恵子分科会長 執行部の説明が終わりました。ここで、委員からの質疑を

求めます。順を追って７９ページについて質疑をお願いします。 

 

武野裕司委員 私も現在、駅のほうで活動してますが、現状の令和６年の店舗

数１０３、目標値１１０とあります。現実は維持するだけですごく厳し

い状態で、現実は本当にもうやめるか（「質疑をお願いします」と呼ぶ
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者あり）難しい状態ですけど、こういった点は市のほうではどういうふ

うにお考えでしょうか。現状維持がもうやっとか、それとも当然、ハー

ドルを上げていかないといけないのでその辺はどういうふうにお考えで

しょうか。 

 

中村商工労働課主幹 おっしゃるとおり、先日も商店街等を回らせていただい

て、大変厳しい状況というのは、存じ上げておると考えております。小

野田駅前にしても厚狭駅前にしても、空き店舗が目立つような状況でご

ざいます。現状としては空き店舗の活用をまずは進めていくということ

で、補助金の制度を御用意しておりまして、ＰＲを今進めているところ

です。実際御相談も年に何件も頂いておりますので、所有者との交渉が

まとまるかどうかというところもございますけれども、今のところはそ

のように進めていきたいと考えております。 

 

穐本真一委員 確認なんですが、駅前商店街という言葉は分かるんですが、中

心市街地という言葉の定義というか、何をもって中心市街地っていう言

葉があるのかを確認したいんですけど、どうでしょうか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 ダイレクトに中心市街地という言い方で、公

式に定義したものというのはないかと思っておりますけれども、都市計

画のマスタープランというのが、まちづくりといいますか、地域をつく

るに当たって都市のまちの在り方というのを定義したものになろうと思

っています。実際の現在の総合計画の中でも、将来の都市構造というも

のは都市計画マスタープランを基に表記しておるところでございます。

その中には２か所ほど都市拠点というものが定めてございまして、それ

が小野田駅から市民館周辺、それからもう一つは厚狭駅の周辺とござい

ますので、その辺りというのは中心市街地という概念に当たろうかと考

えております。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）
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それでは７９ページの質疑を終わります。次に基本事業１について、委

員からの質疑を求めます。 

 

武野裕司委員 イベントとか商業の商店街振興を図りますと書いてあります。

年に何回か我々はイベントをやりますが、そのときはいいんですけど、

なかなかにぎわいの継続維持ができてないんです。単発でもいいからや

ってるんですけど、その辺は継続して人を集めていくには、やっていく

人が高齢でなかなか難しいんですけど、引き続きそういうのはやってい

くべきでしょうかね。 

 

恒松恵子分科会長 やっていくべきかという質疑ですか。 

 

武野裕司委員 質疑というか……（発言する者あり）すみません。にぎわいが

ちょっと難しいんですけど、その辺でちょっと苦労してます。 

 

恒松恵子分科会長 苦慮している現状をどうにかできないかという質疑でよろ

しいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 イベントについては、商業振興諸行事補助金

という制度を用意させていただいて、後方支援といいますか、側面支援

とさせていただいておると思います。武野委員もおっしゃられたように、

商店街の皆様方も高齢化というのもあるでしょうし、店舗数も減ってい

るというお話でして、なかなかいろんなことをやっていくのが難しい状

況にあるというのも承知しておるんですけれども、小野田駅はやっぱり

市の玄関口でもございますし、目の前にある商店街が活気づいていてく

れるというのは、市の商業振興上も非常にありがたい話だと正直思って

おります。引き続き、取り組んでいただけると非常にありがたいなとは

思っております。 

 

中島好人副分科会長 商業振興のイベントの支援ということなんですけども、



 29 

要するにそのイベントを行う実施団体がありますけども、市としての関

わりは、財政支援のみなのでしょうか。僕は、ただ単にこのイベントが

打ち上げ花火をバーンと上げて終わりで、そのときだけ。要するにどう

いう意図で、どういうイベントにしていくのか、将来そこの活性化につ

ながっていくのか、それにどれだけの人が成功のために関わっているの

かといったことを一緒になって考えることも必要ではないかと思ってる

んですよ。実施団体は、去年やったこと、今までやったことの継承みた

いな形にどうしてもなってしまう。さっき話があったように、働き手が

少なくなっていくから、言わば縮小していくという方向も見受けられる

わけです。そういうところで、財政面だけではなく、一緒になって知恵

も出す方向がある意味では、市がどこまで関われるか難しい点もあるけ

ども、何か財政だけの支援で果たしていいのかと思っているところなん

です。どう考えておられますでしょうか。 

 

中村商工労働課主幹 イベント補助金については、補助する側と受ける側なの

で、どこまで受ける側に市の職員が入り込めるかって言われると難しい

問題ではあります。補助するイベントに限らず、例えば小野田駅前の商

店街では、フリーマーケットを定期的にされたりとか、あと商品券を独

自に県の補助金とかを使って発行されたりとかもされています。その運

営について、市の職員が相談を受けて対応したり、役員会のほうに出席

したりというようなことも実際はやっております。その辺は予算とかに

はなかなか現れづらいところではあるんですけれども、御相談に対応し

たり、一緒に知恵を絞ったりというようなことは取り組んではおります。 

 

中島好人副分科会長 僕が言いたいのは、ただ単に打ち上げ花火をバーンとし

て終わりではなくて、一定の期間、やっぱり準備するためには、成功さ

せるためには、例えば何か月かかけてそれを目指していろいろな人が関

わってそれに詰めていくっていうかね。やっぱり今までにない活性化を

やろうと思えば、従来のとおりじゃなくて、何かそういうことが必要だ

ろうと思っていたので発言しました。難しい点もあるけども、検討課題



 30 

ではないかと僕は思ってますので、ここの項目に挙げられないけども、

そういう機会があったら支援していく必要があるんじゃないかと思いま

すが、難しいかね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 貴重な御意見として賜りたいと思います。 

 

矢田松夫委員 基本事業の中ではやっぱりイベント中心の商業振興になってい

るのが、今回の後期の計画になるんです。本来ならこの創業支援や空き

店舗の有効活用が主にならないといけないんですが、これはここに述べ

られてないんですかね。要するに新設とか増設とか、いわゆる施設の改

善とか、店舗を受け入れるとかはどうするかがないんだけど、これはど

ういうことですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 分かりづらい表現なのかもしれませんけど、

今おっしゃられた点というのが、４年間の目標の一つ目ですね。創業支

援の充実及び商店街や中心市街地を対象とした商業集積の促進、この辺

りについては、創業のほうをしっかり増やしていきたいという思いと、

あとは活力が生まれてほしいところへ商業を集積していきたいというの

は、こちらのほうで述べておるつもりでございます。分かりにくい表現

でありましたら申し訳ございません。 

 

矢田松夫委員 分からんのよね。中期に比べると、現状値も目標に達してない。

だから、結局、どういうふうにして具体的にやっていくか。ただ、計画

に基づくというんじゃなくてです。具体的に空き店舗じゃなくて商店街

の活性化に向けた、例えば今までだと街灯をつけるとかいうのもいろい

ろありましたよね。だからここはもうそのイベントだけが中心になって

るような気がするんですが、新たにそういうことをやるっていうことは

ここに載せられなかったんですか。施設の改善をどういうふうにしてい

くのか。 
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工藤経済部次長兼商工労働課長 施設の改善等を実際に過去に行った実績もあ

るんですけど、これはもうずっと私どもこちらの市のほうで持っていま

す補助メニューでございます。これについては、実際の利用の意向があ

れば、申請に基づいて今でも出すことができます。あと、イベントが中

心といいますか、イベントのことも書いておるんですけれども、商業集

積にしてもＡスクエア周辺といいますか、旧セメント町商店街周辺につ

いては、空き店舗のリフォームの補助金にしても拡充して出すようにし

ております。しっかり個別の事業は用意しておりまして、その辺りにつ

いては、今後も実施計画の中で、新規の事業については必要なものをし

っかり検討してまいります。 

 

中島好人副分科会長 空き店舗の関係は非常に大事な施策です。このたびの大

分県の火事も空き家が多かったというのがあって被害が広がったという

話もあります。こういったらあれだけども、住宅リフォーム事業は個人

の改築のために使われるわけですけども、なかなか商店となると壁があ

るように思うわけです。その辺、住宅リフォーム事業との関連で、空き

家を改築っていうかね。例えばこれは今後のことになるんだけど、高齢

者の方々がもうやっていけないだろうと思っても、家を改修しないとこ

の商売がやっていけんというときには、そういう事業が使えれば、もう

ちょっと続けてやってみようかという話もつながっていきます。今の空

き家をなくすっていう店頭活性化の面でやっぱり商店の住宅リフォーム

の辺の施策が今後は必要ではないかと思ってますけども、その辺との関

連はどういうふうにお考えでしょうか。 

 

恒松恵子分科会長 住宅リフォームは管轄外でございますが、答えられる範囲

でお願いします。 

 

中村商工労働課主幹 今、委員がおっしゃったのが既存のお店を経営されてい

らっしゃって、店舗が老朽化しているので、改善するための補助金制度

ということでよろしかったですかね。（うなずく者あり）そうですね。
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既存のお店の改修については個人住宅というか個人商店というか会社に

対しても補助制度は今のところございません。今、補助があるのが空き

家とか空き店舗とかをなくして、そこにお店を持ってきて活性化させた

いという意図で、空き店舗のリニューアル補助金というのはあります。

それは、空き店舗と空き家、両方ともが対象で、そこに新しくお店を出

す場合の補助金になっておりますので、既存の店舗の補助金はございま

せん。あと、街灯と先ほど矢田委員がおっしゃったんですけど、商店街

とかで共用するような施設、駐車場とかアーケードとか、そういったも

のの補助金はあるんですけれども、個人に対する補助は御用意がござい

ません。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）で

は基本事業１を終わりまして、基本事業２について委員からの質疑を求

めます。 

 

矢田松夫委員 結局答えられたのは、街路灯とかアーケードとか駐車場とか予

算が２３万４，０００円しかなく、イベントが約４４０万円と。いわゆ

る人口も見てきて変えるというよりは、本来の商店街の活性化をするな

ら、もっとその予算を上げる中でやらないといけないんだけど、目的が

イベントと、さっき言った創業支援が逆になってるというか、どっちが

主なのか。商店街の活性化ならそっちに重点をおかないといけないんだ

けど、そういう計画は今回の後期の中に入ってないんですか。 

 

中村商工労働課主幹 個別の予算額については、今この場でなかなか申し上げ

られないところではあるんですが、今年度ベースでいくと、イベントの

補助金とアーケード等施設の補助金でいうと、施設の補助金は二十数万

円しかない状況になっております。基本的には事前に御相談していただ

くものだと思ってます。急に来年アーケードをやるので補助金ください

というようなものではないでしょうから、以前もトイレをつけようかと

いうような御相談を頂いたこともあるんですけど、そういった事前相談
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を受けて、必要なものは予算化していくような考えと思っております。 

 

恒松恵子分科会長 それはまた予算決算でしっかり審査したいと思います。基

本事業について、委員からの質疑を求めます。 

 

矢田松夫委員 目標値の中の金額は全て新規で捉えたらいいんですかね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 その年における融資額ということで捉えてい

ただければと思います。 

 

恒松恵子分科会長 令和９年度までの山陽小野田市創業支援等事業経過につい

ての見直しの予定はあるのでしょうか。関連個別計画ですね。 

 

中村商工労働課主幹 山陽小野田市創業創業支援と事業計画なんですけれども、

中期策定時には平成２８年度から令和４年度までの計画でしたが、途中、

計画の変更を行いまして、現在これが平成２８年度から令和９年度まで

の計画となっております。なので、内容の見直しは現在のところは考え

ておりません。（発言する者あり）すみません。計画期間が令和９年度

までで、後期の終期が令和１１年度までになっておりますので、途中で

延長なり変更なりの対応はする予定でございます。 

 

中村博行委員 全般的にお聞きしたいと思います。限られた職員でいろいろな

事業に携わっていかないといけないというのは非常に大変だと思うんで

すけど、中小企業振興という意味でも、そういった支援とかいろいろな

体制で、もう先進地がたくさんあると思うんですよ。私どもが行った中

で記憶にある丸亀市とかはそういった中小企業振興に対して、すごくい

ろいろな事業をされています。少ないメンバーで視察とかはなかなか大

変かと思うんですけど、そういう先進地を学びに行くというか、研究に

行くような計画を今後お持ちでしょうか。 
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工藤経済部次長兼商工労働課長 私もこの４月から久しぶりにまた商工労働課

に戻りまして、現在県内の各市町がどういったことに取り組んでいるん

だろうかというのをホームページなり電話なりで確認いたしました。そ

れぞれが各自治体の特徴を踏まえた事業に取り組んでるところもありま

したので、ぜひうちにもあったほうがいいようなものについては、しっ

かり教えていただくなり、実際に目にするなりというのは今後していき

たいと考えておりますし、その上でしっかり事業化が必要なものは、予

算のほうも求めていきたいと考えております。 

 

中島好人副分科会長 基本事業２、最後のところには、中小企業振興基本条例

の条例に基づきという項目があるわけです。本市の中小企業振興基本条

例をつくるときに、大分いろいろ検討したことを思い出しました。これ

は支援だけに項目で挙げられてますけども、全体的に本市の基本条例に

基づいて、全体的には順調に条例に沿って順調に計画どおりというか、

全体的な形になりますが、どんな状況か説明してもらったらと思います。 

 

恒松恵子分科会長 この審査の１、２、３、４に係る中小企業振興基本条例で

す。コロナ禍を経て、そろそろもう終わりの時期、平成２７年から見直

しがされてないかと思って拝見しております。その条例について、審査

の範囲内でお答えをお願いできたらと思います。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 中小企業振興基本条例の中では、まず第３条

で基本理念を３項目ほどうたっております。それから第４条において、

基本方針ということで、どういったことの支援に取り組みたいという旨

をうたっております。基本的には、内容に応じて、それぞれ例えば、企

業や後継者の育成等を支援することというのが基本方針の中にはござい

ます。それは創業の支援とかいった形で事業化しておると思います。た

だ、それが、全ての基本方針の中で十分かといいますと、やはりそれは

毎年しっかり見直していかないといけないと思っております。十分やれ

てるものもあれば、もう少し検討していくべき項目もあろうかと思って
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おります。これは検討課題といいますか、時期に応じてしっかり対応さ

せていただきたいと考えております。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか、よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）そ

れでは本日予定しております審査を全て終了いたしました。分科会を散

会いたします。お疲れさまでした。 

 

午前１０時５８分 散会 

 

令和７年（2025 年）１１月２１日 

              

  総合計画審査特別委員会産業建設分科会長  恒 松 恵 子   


